
あ
て
先…

匝
瑳
市
秘
書
課
広
報
広
聴
班

〒
２
８
９―

２
１
９
８

匝
瑳
市
八
日
市
場
ハ
７
９
３
番
地
２

☎
73
・
０
０
８
０　

Ｆ
Ａ
Ｘ
72
・
１
１
１
４

◆
所
在
地

　
銚
子
市
三
軒
町
19
番
地
４（
銚

子
駅
か
ら
徒
歩
約
４
分
＝
案
内
図
）

※

車
で
お
越
し
の
場
合
は
、
来
場

者
用
駐
車
場
を
利
用
し
て
く
だ
さ

い
（
２
時
間
ま
で
無
料
）。

◆
そ
の
他

・
所
得
税
な
ど
の
納
税
証
明
書
が

必
要
な
人
は
、
銚
子
税
務
署
で
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

・
会
場
に
は
納
税
窓
口
が
あ
り
ま

　
銚
子
税
務
署
に
よ
る
、
平
成
27

年
分
の
所
得
税
、
贈
与
税
、
消
費

税
の
申
告
書
作
成
・
相
談
・
提
出

会
場
は
、
銚
子
商
工
会
館
で
行
い

ま
す
。

◆
開
設
期
間

　
２
月
16
日（
火
）
〜
３
月
24
日

（
木
）

※

土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
き
ま

す
。
な
お
、
こ
の
期
間
以
外
は
、

税
務
署
に
よ
る
申
告
書
作
成
・
相

談
会
場
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◆
時
間

受
付
時
間…

８
時
30
分
〜
16
時

（
提
出
は
17
時
ま
で
）

相
談
時
間…

９
時
〜
17
時

※

会
場
が
混
雑
し
て
い
る
場
合
、

早
め
に
受
け
付
け
を
締
め
切
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

せ
ん
。
振
替
納
税
を
利
用
す
る
か
、

最
寄
り
の
金
融
機
関
で
納
付
し
て

く
だ
さ
い
。

　
匝
瑳
市
役
所
お
よ
び
野
栄

総
合
支
所
で
の
相
談
・
提
出

は
従
来
通
り
行
い
ま
す
。
詳

細
は
、
広
報
そ
う
さ
２
月
号

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
平
成
25
年
か
ら
49
年
ま
で
の
各

年
分
に
つ
い
て
は
、「
復
興
特
別

所
得
税
」
を
所
得
税
と
併
せ
て
申

告
・
納
付
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

確
定
申
告
書
の
作
成
の
際
に
は
、

復
興
特
別
所
得
税
の
記
載
漏
れ
が

無
い
よ
う
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

《
復
興
特
別
所
得
税
と
は
》

　
東
日
本
大
震
災
の
復
興
施
策
の

財
源
確
保
を
目
的
に
、
基
準
所
得

銚
子
中

会場
銚子商工会館

会場
銚子商工会館

至 匝瑳市

農協

交番

銚子駅

駐車場

駐車場

来場者用駐車場
（銚子市西芝町12、14）

ハロー
ワーク

銚子
税務署

ロータリー

国
道
１
２
６
号

国
道
１
２
６
号

《案内図》

申
告
書
作
成
・
相
談
・

提
出
は
銚
子
商
工
会
館
で

復
興
特
別
所
得
税
の

記
載
漏
れ
に
注
意

　
次
の
通
り
申
告
書
の
作
成

相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。
申

告
相
談
期
間
中
（
２
月
16
日

〜
３
月
15
日
）
の
税
務
署
職

員
に
よ
る
出
張
相
談
は
あ
り

ま
せ
ん
の
で
、
ぜ
ひ
お
越
し

く
だ
さ
い
。

◆
開
催
日
時

　
２
月
９
日
（
火
）、
10
日

（
水
）【
午
前
の
部
】
９
時
30

分
〜
12
時
【
午
後
の
部
】
13

時
〜
15
時
30
分

※

会
場
が
混
雑
し
て
い
る
場

合
は
、
受
け
付
け
を
早
め
に

締
め
切
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

◆
開
催
場
所

　
市
民
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

２
階
会
議
室

税
理
士
に
よ
る

所
得
税
・
消
費
税
の
申
告
が
２
月
16
日
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

期
限
間
際
に
な
る
と
、
申
告
会
場
は
大
変
混
雑
し
ま
す
。

申
告
準
備
は
早
め
に
行
い
ま
し
ょ
う
。

申
告
申
告

申
告
準
備
は

　
　
お
早
め
に

確
定

▽所得税・復興特別所得税、譲与税

　２月16日（火）～３月15日（火）
▽消費税・地方消費税

　２月16日（火）～３月31日（木）

確定申告の期間

無
料
申
告
相
談
会
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表　
　
彰

「給与支払報告書」「償却資産申告
書」は２月１日までに提出を

社会保険料控除の確認資料として
「納付確認書」を発行します

税
額
（
全
所
得
に
対
す
る
所
得
税

額
）
に
、
２
・
１
％
を
乗
じ
て
算

出
し
た
金
額
を
追
加
的
に
課
税
す

る
も
の
で
す
。

　
次
の
調
書
の
対
象
と
な
る
人
は
、

「
財
産
債
務
調
書
」
ま
た
は
「
国
外

財
産
調
書
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
３
月

15
日
（
火
）
ま
で
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

◆
財
産
債
務
調
書
（
新
設
）

　
所
得
税
な
ど
の
確
定
申
告
が
必

要
な
人
で
、
平
成
27
年
分
の
「
総

所
得
金
額
」
と
「
山
林
所
得
金
額
」

の
合
計
額
が
２
千
万
円
を
超
え
、

か
つ
、
27
年
12
月
31
日
現
在
で
価

額
の
合
計
額
が
３
億
円
以
上
の

「
財
産
」
ま
た
は
同
１
億
円
以
上

の
「
国
外
転
出
特
例
対
象
財
産
」

を
所
有
し
て
い
る
人
。

調
書
へ
の
記
載
事
項…

財
産
の
種

類
、
数
量
、
価
額
、
所
在
な
ら
び

に
債
務
の
金
額
な
ど
（
財
産
お
よ

び
債
務
に
関
す
る
事
項
は
、「
種

類
別
」、「
用
途
別
」（
一
般
用
・
事

業
用
）、「
所
在
別
」
に
記
載
）

※

こ
の
制
度
は
、
平
成
27
年
度
税
制
改
正
に

お
い
て
、
所
得
税
・
相
続
税
の
申
告
の
適
正

性
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
財
産
お
よ
び
債

務
の
明
細
書
を
見
直
し
、
一
定
の
基
準
を
満

た
す
人
に
対
し
、
そ
の
保
有
す
る
財
産
お
よ

び
債
務
に
係
る
調
書
の
提
出
を
求
め
る
も
の

と
し
て
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

◆
国
外
財
産
調
書

　
平
成
27
年
12
月
31
日
現
在
で
、

価
額
の
合
計
額
が
５
千
万
円
を
超

え
る
国
外
財
産
を
所
有
し
て
い
る

人
。

調
書
へ
の
記
載
事
項…

国
外
財
産

の
種
類
、
数
量
、
価
額
、
所
在
な

ど　
国
税
の
電
子
申
告
・
納
税
シ
ス

テ
ム
「
ｅ

－
Ｔ
ａ
ｘ
」
を
使
う
と
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
経
由
で
所
得
税

な
ど
の
申
告
・
納
税
が
で
き
ま
す
。

　
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
で
、
本
人
の
「
電

子
署
名
」
と
「
電
子
証
明
書
」
を

付
し
て
所
得
税
・
復
興
特
別
所
得

税
の
確
定
申
告
を
行
う
と
、
次
の

利
点
が
あ
り
ま
す
。

《
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
の
利
点
》

添
付
書
類
の
省
略…

医
療
費
の
領

収
書
や
源
泉
徴
収
票
な
ど
は
、
そ

の
記
載
内
容
を
入
力
し
て
送
信
す

る
こ
と
で
提
出
に
代
え
ら
れ
ま
す
。

（
確
定
申
告
期
限
か
ら
５
年
間
、

添
付
書
類
の
提
出
ま
た
は
提
示
を

求
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
）。

処
理
が
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー…

ｅ

－

Ｔ

ａ
ｘ
に
よ
る
申
告
は
、
３
週
間
程

度
で
処
理
が
完
了
す
る
た
め
、
還

付
金
を
早
く
受
け
取
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

24
時
間
受
け
付
け…

確
定
申
告
期

間
中
は
、
24
時
間
提
出
（
送
信
）

が
可
能
で
す
。

《
問
い
合
わ
せ
先
》

銚
子
税
務
署
☎
０
４
７
９
・

22
・
１
５
７
１

財
産
債
務
調
書
と
国
外

財
産
調
書
の
提
出

「
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
」
で

確
定
申
告

◆
持
参
品

　
申
告
に
必
要
な
書
類
、
計

算
器
具
、
筆
記
具
、
印
鑑

◆
相
談
内
容

　
小
規
模
納
税
者
の
所
得

税
・
復
興
特
別
所
得
税
お
よ

び
消
費
税
・
地
方
消
費
税
、

年
金
受
給
者
お
よ
び
給
与
所

得
者
の
所
得
税
・
復
興
特
別

所
得
税
の
申
告
書
を
作
成
し

て
提
出
で
き
ま
す
。
ま
た
、

譲
渡
所
得
が
あ
る
人
も
受
け

付
け
ま
す
。

　
税
務
署
、
県
税
事
務
所
、

市
役
所
の
職
員
も
申
告
書
作

成
の
相
談
を
行
い
ま
す
。

問
銚
子
税
務
署
☎
０
４
７
９

・
22
・
１
５
７
１

▽給与支払報告書
　事業主や青色申告をしている人が、平成27年
中に従業員に給与・賃金を支払った場合、「給
与支払報告書」（＝写真）を提出する義務があり
ます。
対象の給与・賃金…全て
のパート・アルバイト・
専従者などに支払ったも
の（退職者含む）
▽償却資産申告書
　工場や商店などで、その事業に用いることが
できる機械、器具、備品などの有形固定資産を
「償却資産」といい、このような事業用資産の
所有者は、毎年１月１日現在の資産所有状況を、
１月31日（休日の場合は翌日）までに、資産が
所在する市町村に申告しなければなりません。
◆主な償却資産の例

※平成27年中に申告した人に対しては、12月中
旬に申告書を送付しました。新たに資産を取得
し申告書が必要な人は、下記までお問い合わせ
ください。
《給与支払報告書・償却資産申告書の提出先》
　報告書および申告書は、２月１日（月）まで
に、下記へ提出してください（郵送可）。
〒289－2198匝瑳市八日市場ハ793番地２
匝瑳市役所税務課 【給与支払報告書は】市民税
班【償却資産申告書は】資産税班　あて

　確定申告時の社会保険料控除の確認用に、そ
の年に納付された国民健康保険税、介護保険料
および後期高齢者保険料（公的年金などからの
天引き分は除く）の「納付確認書（税申告用）」
を発行します。
　手数料はかかりませんので、必要な人は市役
所１階税務課または野栄総合支所窓口で申請し
てください。なお、本人または同一世帯の親族
以外の人が申請する場合、本人の委任状が必要
です。
※｢納付確認書｣は郵送していません。

＊＊＊＊＊
　上記について不明な点は、税務課☎73－0087
へお問い合わせください。

田植機・乾燥機・もみすり機・鶏舎・
牛舎・ハウス・ポンプ・動噴 など

レジスター・パソコン・自動販売
機・クーラー・応接セット など

パワーショベル・クレーン・コンプ
レッサー・発電機 など

農　業

自営業

建設業

■確定申告の準備はお早めに

イ
ー

タ
ッ
ク
ス
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